SNS運用に関する秘密保持契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）は、SNS運用業務に関連して開示される秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（目的）
本契約は、甲及び乙が、SNSアカウント運用、SNS広告配信、投稿企画、投稿制作、画像制作、動画制作、ライブ配信、インフルエンサー施策、SNS分析、マーケティング施策その他これらに関連する業務（以下「本業務」という。）を実施又は検討するにあたり、相互に開示する秘密情報の適切な管理及び保護を目的とする。

第2条（秘密情報の定義）
1．本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が、書面、電子データ、口頭、SNS管理画面、クラウドサービス、チャットツール、録音、録画その他一切の方法により相手方へ開示する情報であって、秘密である旨が明示された情報、又はその性質上合理的に秘密と認識される情報をいう。
2．秘密情報には、以下の情報を含むものとする。
· SNSアカウント情報 
· ログインID及びパスワード 
· 二段階認証情報 
· 投稿スケジュール 
· 投稿原稿 
· 投稿画像及び動画 
· 広告配信設定 
· 広告予算 
· ターゲティング情報 
· フォロワー分析情報 
· エンゲージメント分析 
· インサイトデータ 
· キャンペーン施策 
· ハッシュタグ戦略 
· 未公開の商品情報 
· 新サービス情報 
· 顧客情報 
· DM内容 
· コメント管理情報 
· クレーム対応情報 
· 社内マニュアル 
· 運用フロー 
· KPI情報 
· 売上情報 
· 営業情報 
· 契約条件 
· 外注先情報 
· その他本業務に関連して開示される情報 
3．次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれない。
(1) 開示時点で既に公知となっていた情報
(2) 開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
(3) 開示前から受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 秘密情報を利用せず独自に取得又は開発した情報

第3条（秘密保持義務）
1．甲及び乙は、秘密情報を厳重に管理し、相手方の事前の書面承諾なく、第三者へ開示、漏えい、提供又は公開してはならない。
2．甲及び乙は、秘密情報を本業務遂行以外の目的で利用してはならない。
3．甲及び乙は、秘密情報について、善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
4．甲及び乙は、秘密情報を保存する端末、クラウドストレージ、チャットツール等について、不正アクセス防止措置を講じなければならない。

第4条（従業員等への開示）
1．甲及び乙は、自己の役員、従業員、アルバイト、外部スタッフその他本業務遂行上必要な者に限り、必要最小限の範囲で秘密情報を開示できる。
2．前項に基づき秘密情報を開示する場合、開示当事者は、当該者に対して本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとする。
3．開示当事者は、当該者による秘密情報の漏えい、目的外利用その他本契約違反について一切の責任を負う。

第5条（再委託）
1．乙は、甲の事前の書面承諾なく、本業務を第三者へ再委託してはならない。
2．甲が再委託を承諾した場合であっても、乙は再委託先に対して本契約と同等以上の義務を負わせるものとする。
3．乙は、再委託先の行為について一切の責任を負う。

第6条（SNSアカウント情報の管理）
1．乙は、甲から提供されたSNSアカウント情報、ログインID、パスワードその他認証情報を厳重に管理しなければならない。
2．乙は、認証情報を第三者へ共有、貸与、漏えい又は目的外利用してはならない。
3．乙は、共有端末、私用端末その他セキュリティ管理が不十分な環境で認証情報を管理してはならない。
4．乙は、認証情報の漏えい、不正アクセス、乗っ取りその他事故が発生し、又はそのおそれを認識した場合、直ちに甲へ報告しなければならない。
5．乙は、甲から要求があった場合、速やかにパスワード変更その他必要な安全措置に協力しなければならない。

第7条（投稿及び公開情報の取扱い）
1．乙は、甲の事前確認又は承認なく、甲に関する投稿、広告、キャンペーンその他情報発信を行ってはならない。ただし、事前に承認フローが定められている場合はこの限りでない。
2．乙は、誤投稿、誤配信、炎上、アカウント停止その他事故が発生した場合、直ちに甲へ報告し、甲の指示に従い対応しなければならない。
3．乙は、本業務遂行中に知り得た未公開情報を、自らのSNS、ブログ、ポートフォリオその他媒体へ掲載してはならない。

第8条（個人情報の取扱い）
1．甲及び乙は、本業務に関連して取得した個人情報について、個人情報保護法その他関連法令を遵守しなければならない。
2．乙は、DM、コメント、キャンペーン応募情報その他ユーザー情報を、本業務以外の目的で利用してはならない。
3．乙は、個人情報を第三者へ提供してはならない。

第9条（実績公開の制限）
1．乙は、甲の事前の書面承諾なく、以下の情報を公開してはならない。
· 運用実績 
· フォロワー数 
· 広告成果 
· 売上実績 
· 投稿内容 
· キャンペーン情報 
· 分析レポート 
· 制作物 
· 甲との取引事実 
2．甲が公開を承諾した場合であっても、乙は甲のブランドイメージを損なう方法で公開してはならない。

第10条（競合案件への利用禁止）
乙は、甲の秘密情報を利用して、甲の競合他社に対して同様又は類似のマーケティング施策、投稿戦略、広告戦略等を提供してはならない。

第11条（複製及び保存制限）
1．甲及び乙は、本業務遂行上必要な範囲を超えて秘密情報を複製、転載、加工又は保存してはならない。
2．乙は、不要となった秘密情報を速やかに削除しなければならない。

第12条（法令等による開示）
甲又は乙は、法令、裁判所、行政機関その他公的機関により秘密情報の開示を求められた場合、必要最小限の範囲でこれを開示できるものとする。この場合、可能な限り事前に相手方へ通知する。

第13条（秘密情報の返還及び削除）
1．甲又は乙は、相手方から要求を受けた場合、又は本業務終了時には、秘密情報及びその複製物を直ちに返還、削除又は廃棄しなければならない。
2．乙は、SNS管理ツール、クラウドストレージ、チャットツール、私用端末等に保存された秘密情報についても完全に削除しなければならない。
3．甲は、必要に応じて削除完了報告を求めることができる。

第14条（知的財産権）
1．秘密情報に関する著作権、商標権、ノウハウその他一切の権利は、開示当事者又は正当な権利者に帰属する。
2．本契約によって、秘密情報に関する権利移転又は利用許諾が行われるものではない。
3．本業務における成果物の権利帰属については、別途契約により定めるものとする。

第15条（損害賠償）
甲又は乙が本契約に違反し、相手方へ損害を与えた場合、違反当事者は、その損害及び合理的な弁護士費用を賠償しなければならない。

第16条（差止請求）
甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合、損害賠償請求とは別に、秘密情報の使用停止、投稿削除、広告停止、公開停止その他必要な差止請求を行うことができる。

第17条（契約期間）
1．本契約の有効期間は、本契約締結日から●年間とする。
2．本契約終了後も、第3条から第16条までの規定は、終了後●年間有効に存続する。

第18条（反社会的勢力の排除）
1．甲及び乙は、自ら及び関係者が反社会的勢力に該当しないことを表明保証する。
2．相手方が反社会的勢力に該当すると判明した場合、何らの催告なく本契約を解除できる。

第19条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し解決する。

第20条（準拠法及び合意管轄）
1．本契約は日本法に準拠する。
2．本契約に関して紛争が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

締結欄
甲
会社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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乙
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